
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年４月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（灯標管理用橋梁） 

発生日時 平成２５年１２月１４日 ０５時５２分ごろ 

発生場所 熊本県上天草市柳
やなぎ

港東方沖 

 上天草市所在の薩摩
さ つ ま

瀬
せ

灯標から真方位２８５°１０ｍ付近の灯標管

理用橋梁 

 （概位 北緯３２°３２.８′ 東経１３０°２７.３′） 

事故調査の経過  平成２６年１月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 栄
えい

敏
とし

丸、３.７トン 

 ＫＭ３－５３７６０（漁船登録番号）、個人所有 

 １０.４３ｍ（Lr）×２.６２ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２３０kＷ（動力漁船登録票による）、平成１９年

１０月４日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５０年９月５日 

  免許証交付日 平成２１年１１月１８日 

         （平成２７年１０月１７日まで有効） 

甲板員 男性 ３６歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成８年８月１日 

  免許証交付日 平成２２年１０月２１日 

         （平成２８年７月３１日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（甲板員） 

 損傷 本船 船首部外板に亀裂及び擦過傷、プロペラに曲損 

灯標管理用橋梁 橋梁コンクリート部に擦過傷、手すりに曲損 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、薩摩瀬灯標北方沖の上天草市

横島及びマテ島西方で魚群探索を行ったところ、魚群の反応がなかっ

たので、薩摩瀬灯標南方沖の漁場（以下「本件漁場」という。）へ向

かうこととした。 

 本船は、船長が、操舵室左舷側の床から約６０㎝高くなった同室右
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舷側の操縦場所に立ち、天窓から顔を出して手動操舵を行い、上天草

市北浜ノ鼻東方５０ｍ付近において、目視で周囲の島影及び陸上の明

かりを見ながら、本件漁場に向けて進路を定め、約２０ノットの速力

で南進した。 

 船長は、本件漁場に向ける進路を定めた際、周囲の島影及び陸上の

明かりの見え具合から、薩摩瀬を左舷側に十分離した進路になってい

ると思っていた。 

 船長は、左舷船首方の上天草市大戸
う と

ノ瀬戸に作業灯を点灯した２隻

の漁船を視認し、本件漁場で魚群の反応がなければ、大戸ノ瀬戸に移

動しようと考えており、時々、大戸ノ瀬戸の漁船を見ながら、薩摩瀬

灯標北方を南進中、平成２５年１２月１４日０５時５２分ごろ、本船

が、薩摩瀬灯標の管理用橋梁（以下「本件橋梁」という。）に衝突し

た。 

 船長は、衝撃を感じ、機関を中立にして前方を確認したところ、本

件橋梁と衝突したことを知り、操舵室左舷側の床に置いたプラスチッ

クケースに腰を掛けていた甲板員が顔から出血していたので、付近で

操業中の僚船に無線で救助を求めた。 

 船長は、来援した僚船に甲板員と共に移乗し、海上保安庁に１１８

番通報するとともに、所属漁業協同組合の職員に依頼して救急車の手

配を行い、柳港で甲板員を救急車に引き渡した後、僚船で本事故発生

場所に戻った。 

 甲板員は、救急車で病院に搬送され、顔面多発骨折及び第６頸
けい

椎突

起骨折と診断された。 

 本船は、無人の状態で薩摩瀬に乗り揚げており、僚船で引き出され

た後、付近の鉄工所までえい
．．

航された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期、潮高 約３１２㎝（上天草

市柳ノ瀬戸） 

月没時刻 ０４時０４分、日出時刻 ０７時１１分 

 その他の事項 

 

 海図Ｗ２０８によれば、薩摩瀬は、柳港の上天草港柳防波堤灯台か

ら東方１,３００ｍ付近にあり、最低水面からの高さは約３.４ｍであ

る。 

 薩摩瀬灯標は、灯質が群閃白光、毎５秒に２閃光であり、光達距離

が３海里である。 

 本件橋梁は、薩摩瀬灯標の西側部分に隣接して築造されており、長

さが約２７ｍ、幅が約０.８ｍであり、本事故当時の水面から橋梁下

端までの高さが約０.８ｍであった。 

 船長は、約５０年の操業経験があり、ふだん、柳港内の漁業協同組

合で水揚げを行っていたので、薩摩瀬付近の航行経験が豊富であり、

薩摩瀬、薩摩瀬灯標及び本件橋梁の存在を知っていた。 
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 船長は、日頃から、薩摩瀬付近を航行する際は、ＧＰＳプロッター

及びレーダーを見ず、目視で周囲の地形等を見ながら、船位を確認し

ており、本事故当時も、計器類を見ずに目視で船位を確認していた。 

 船長は、これまで、薩摩瀬灯標を意識して見ていないとき、同灯標

の灯光が陸上の明かりに紛れて見えにくいと感じたことが数回あり、

本事故当時、薩摩瀬灯標の灯光に気付いていなかった。 

 本船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.０ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、薩摩瀬灯標北方を南進中、船長が、目視で周囲の島影及び

陸上の明かりの状況から、本件漁場に向ける進路を定めたことから、

本件橋梁に向首することとなっていたが、薩摩瀬を左舷側に十分離し

た進路になっていると思い込み、左舷船首方の大戸ノ瀬戸にいる漁船

を見ながら、航行していたところ、本件橋梁に衝突したものと考えら

れる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、薩摩瀬灯標北方を南進中、船長が、目視

で周囲の島影及び陸上の明かりの状況から、本件漁場に向ける進路を

定めたため、本件橋梁に向首することとなっていたが、薩摩瀬を左舷

側に十分離した進路になっていると思い込み、左舷船首方の大戸ノ瀬

戸にいる漁船を見ながら、航行していたところ、本件橋梁に衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行に慣れた海域であっても、目視のみに頼らず、レーダーやＧ

ＰＳプロッターを使用し、危険な浅瀬等から十分な距離を隔てる

針路を定め、航行中は適時に船位を確認すること。 

 


